
少子化対策特別部会（第6回）  

平成20年4月9日（水）  

17：00～19：00  
厚生労働省 省議室（9階）  

議 事 次 第  

○ 議 事   

1．次世代育成支援に関するサービス・給付の現状と課題①（現物  

給付）  

2．次世代育成支援に関するサービス・給付の現状と課題②（現金  

給付）  

3．次世代育成支援に関する費用負担の現状と課題  

4．多様な主体の参画一協働  

［配付資料：］   

資料1－1次世代育成支援に関するサービス・給付の現状（2）（現金給付）  

資料1－2 次世代育成支援に関するサービス・給付の現状（2）（現金給付）  

（参考資料）  

資料2  
次世代育成支援に関するサービス・給付の費用負担の現状等  

資料3  多様な主体の参画・協働   



次世代育成支援に関する  

サービス・給付の現状（皇）  

（現金給付ほか）  

《説明資料》  

目 次  

《前回委員よりお求めのあった資料》   

幼稚園【p5】   

《現金給付》  

1児童手当【pl】  

2 出産育児一時金【p2】  

3 出産手当金【p3】  

4 育児休業給付【p4】  



次世代育成支援に関する現金給付  

※便宜上、都道府県は「県」と、市町村は「市」と標記   
1児童手当  

（1）給付の概要  

小学校修了前の児童を養育する者に対して、以下の手当を支給するもの。   
《0～3歳未満》1人につき10000円／月   

《3歳～小学校修了前》 第1子・第2子：1人につき5000円／月、 第3子以降：1人つき10000円／月   
※所得制限あり（サラリーマンの片働き夫婦＋子ども2人の4人世帯の場合860万円未満（収入ベース））   

（卦 給付状況   

支給対象児童数：約1，300万人（平成20年度予算ベース）※支給対象年齢児童の約90％をカバー   



2 出産育児一 時金  
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3 出産手当金  

／2】  
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4 育児休業給付  

※なお、雇用保険による育児休業給付のほか、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合による相当する給付有り。  
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5 幼稚園（※前回委員よりお求めのあった資料）  

（1）給付の概要  

命 内容   

満3歳から就学前の児童に対し、教育を行う施設。（1日4時間を標準、開設日数39週以上（春夏冬休み有り）  

（※なお、公立幼稚園の47％、私立幼稚園の88％において預かり保育を実施。（平成19年6月帽現在））   

（卦 実施箇所数・利用者数   

《実施箇所数》約13，700箇所（公立：私立＝おおむね4：6）   
《就園児童数》約170万人 （公立：私立＝おおむね2：8）  （平成19年5月1日現在）  

（3）基盤整備  

「安全・安心な学校づくり交付金」による補助有り。  

（例）鉄筋コンクリート造146，000円／ポ  

国1／3以内、設置地方公共団体2／3  
「私立幼稚園施設整備費補助金」による補助有り。  
学校法人、社会福祉法人（幼保連携型認定こども園の幼稚園部分）  

（例）鉄筋コンクリート造146，000円／ポ  

国1／3以内、設置者2／3  

■ 公立幼稚園  

《国庫補助単価〉  

《費用負担》  

■ 私立幼稚園  

《国庫補助対象》  

《国庫補助単価〉  

《費用負担》  

（4）事業開始規制等  

① 市町村が設置する場合・・・都道府県の教育委員会の認可  

② 学校法人が設置する場合 ‥■都道府県知事の認可   



（6）サービスの質の確保に関する仕組み  

の 人員配置（幼稚園設置基準）  

1学級35人以下（幼稚園教諭1：幼児35）  
備（幼稚盟設置基準）   

運動場、職員室、保育室、遊戯室、保健室、便所、飲料水用設備等  
③ その他   

「幼稚園教育要領」に基づいて、幼児の発達に応じた教育を提供。   



次世代育成支援に関する  

サービス・給付の現状（2）   

（現金給付ほか）  

《参考資料》  

目 次  

・児童手当関係【pl】  

・育児休業制度関係【p4】  

・幼稚園関係【p8】   



児童手当制度の主な沿革 ①  
年   沿革、改正経過   支給対象児童  手当月額   給付総額   

昭和47年  制度発足 第3子以降を対象 義務教育終了前   1，690億円  
昭和50年から5，000円  

義務教育   第3子以降  

終了前  

特例給付財源は全額事業主拠出  
∩。 

g，霊藷  
ノ  

昭和61年  第2子以降に拡大 義務教育就学前に重点化   義務教育  第2  

＼＿  

2，500円  1，485億円  
就学前  第2子以降       第3子以降5，000円   （昭和63年度）   

平成 4年  第1子まで拡大 3歳末満に重点化 手当額倍増   
3歳未満   

1，709億円  
（平成6年度）   

平成12年  義務教育就学前まで拡大   
4，036億円  

拡大分の児童に係る給付の財源 全額公費  
義務教育  

（平成13年度）   

就学前  

平成13年  所得制限を緩和 支給率を大幅に引上げ  4，298億円  
（72．5％→85％）  第1・2子  5，000円  

平成16年  小学校第3学年修了前まで拡大   小学校  
第3子以降10，000円  

第3学年  
第1子以降  6249億円  

拡大分の児童に係る給付の財源 全額公費  
修了前  

（平成17年度）   

平成18年  小学校（第6学年）修了前まで拡大所得制限を緩和  

（85％→90％）  9，018億円  
（平成18年度予算）  

対象年齢拡大分の児童に係る給付の財源全額公費   （満年度ベース）   

小学校  

平成19年  3歳未満児（第1子、第2子）の手当額を引上げ（乳幼児加算）  修了前  第1・2子 5，000円  

第3子以降10，000円  10，541億円  
（平成19年度予算）  

乳幼児加算の財源3歳未満児の費用負担割合により負担  （3歳未満児は第1子  
（満年度ベース）   

から10，000円）  

※給付総額は平成17年産まで実績額  
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児童手当制度の主な沿革 ②  
（※費用負担額等は平成20年度予算ベース）  

■  

0～3歳未満（支給月額一一 律10，000 
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25万人  

281万人  

給月額 第1子第2子：5，000円、第3子以降：10．000  3歳～小学校6年生  
＜所得制限額＞  

860．0万円   

附則   

第8条  

780．0万円   

附則   

第7条  

－－－」l  

国  地方  
1／3  2／3  

国  地方  
1，476億円   2，952億円  1／3  2／3  

550億円  1，100億円  
◆  

●＝■ 

し   644万人  …■t■■■】■■■＝■■■t…■－－－■■t■＝■＝■■一■■■暮＝＝t■＝■＝＝t■■＝＝＝＝＝■■■■■■ 

・ 

78万人  

平成12年・16年・18年改正により支給対象年齢を3歳以上に順次拡大  
→全額公姜lこより対応  
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児童手当  現行の税制（所得控除）と  

考え方   現行制度   留 意 点   

・所得の多寡によって負担  

税制  
扶養控除  

扶養者の担税力の減殺への配慮   ・子供1人につき38万円控除  
軽減額は異なる  

（所得控除）  
（16歳以上23歳未満の子供は63万円）  

（高所得者ほど負担軽減額は  

大きい）   

児童手当  

■第1子・第2子 6万円／年  
・第3子以上 12万円／年  

・所得の多寡に関わらず負担  

軽減額は一定  

児童手当   子育て世帯への財政支援  
（小学校終了まで支給、所得制限あり）  

（注）平成19年度より、0～3歳未満の  
・税額の多寡による影響は  

受けない   
児童に係る児童手当の額は、一律  

年12万円  

」  ＿ 」  
税制調査会第19回企画会合（平成19年10月2引引提出資料を参考に作成  
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育児■介護休業法の概要  

育児休業・介護休業制度  

○ 子が1歳（一定の場合は、1歳半）に達するまでの育児休業の権利を保障※  
○ 対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回、通算して93日まで、介護休   

業の権利を保障※  ※一定の条件を満たした期間雇用者も取得可能  

子の看護休暇制度  勤務時間短縮等の措置  

○ 小学校就学前まで、年に5日を限度として  
看護休暇付与を義務づけ  

○ 子が3歳までに達するまでの子を養育する労   

働者に対し、次の①～⑥のいずれかの勤務時   

間短縮等の措置を事業主に義務づけ  
①短時間勤務制度  

②フレックスタイム制  

③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ  

④所定外労働の免除  

⑤託児施設の設置運営等  

⑥育児休業の制度に準ずる措置   

0 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者   

に対しては努力義務。  

時間外労働の制度  

○ 小学校入学までの子を養育し、又は介護  
を行う労働者が請求した場合、1か月24時  
間、1年150時間を超える時間外労働を制  

限  

深夜業の制限  

○ 小学校入学までの子を養育し、又は介護  

を行う労働者が請求した場合、深夜業を制   

限  

不利益取扱いの禁止  

○ 育児休業を取得したこと等を理由とする解  

雇その他の不利益取扱いを禁止   



育児・介護休業法関連の今後の検討課題について   

平成19年9月から「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」（座長：東京大学  
社会科学研究所 佐藤博樹教授）において、以下の課題について検討しているところ。  

5   



育児休業取得率の推移  

○出産者又は配偶者が出産した者に占める育児休業取得者の割合（事業所   

規模5人以上）  

平成11年度  

平成14年度  

平成16年度  

平成17年度  

10  20  30  40  50  60  70  80  

出典：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成17年）  
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女性が仕事をやめた理由  

O「出産1年前には雇用者で現在は無職」で就学前の子どもがいる女性が仕事を   

やめた理由（n＝517）  
特にない，2．3  

家事一育児に  

専念するため  

自発的にやめ   

た，52．0  

注）調査対象は「出産1年前時点で雇用者として勤務していた現在無職の女性で就学   

前の子どもがいる者」  

出典：日本労働研究機構「育児や介護と仕事の両立に関する調査」  

（平成15年）  
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幼稚園による預かり保育の実施状況  
（平成19年6月1日現在）  

1預かり保育の実施幼稚園数  

平成19年6月1巨】現在   l平成18年6月1日現出   平成9年8月1【］現在   ′成5年10月1日現   

公立   2，502   46．5％   2，415  44．6％   330   0   318   5．2％   

私立   7，307   88．1％   7，248  87．6％  3，867   0  2，541  29．5％   

合計   9，809   71．7％   9，663  70．6％  4，197   0  2，859  19．4％   

※実施率は、幼稚園（平成19年度学校基本調査）に占める預かり保育を行っている割合  

2 預かり保育の実施日数・終了時間（長期休業期間中以外実施日数．終了時間）  
①過当ナノ 実施 ひ過当たりの実施 ②預かり保育の終了時間  日数  （単位：園）  

1日   2日   3日  4日  5日  6日  7日  その他  合計   

公 立   
54   95   218  1，327  i96   9  536  2，488  

2．2％  3，8％  2．1％  8．7％  53．0％  7．8％  0．4％  2ユ．4％  99．4％   

21   45   40  272  5，141  1，650   
私 立  

37   94  7，300  

0．3％  0．6％  0．5％  3．7％  70．4％  22．6％  0．5％  1．3％  99．9％   

75   140   93  490  6．468  1，846   
合計  

46   630  9，788  

0＿即ら   1．4qら  0．誹ら  5．明  65，9％  18．飢  0．5ワも  6．4？ら  99．8％   

※割合は、預かり保育実施園故に占める割合  

（単位：園）  

教育時間開  午後3時以  午後3～4  午後4～5  午後5～6  午後6～7  午後7時   

始前のみ  前   時   時   時   計             時  を超える   

公 立   
25   302   891  419   671  178   2  2，488  

1．0％  12．1％  35．6％  16．7％  26．8％  7．1％  0．1％  99．4％   

私 立   
8   30   292  1，937  3，753  1，218   62  7，300  

0．1％  0．4％  4．0％  26．5％  51．4％  16．7％  0．8％  99．9％   

332  1，183  2，356  4，424  1，396   
計   

64  9，788  

0．3％  3．4％  12．1％  24．0％  45．1％  14．2％  0．7％  99．8％   

※割合は、預かり保育実施歯数に占める割合  

3 預かり保育受入れ幼児数（平成19年6月18日（月）～22日（金）の1日当たり平均受入れ幼児数）  

計   
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資料2  

次世代育成支援に関する費用負担の現状等  

目 次  

・現行制度の費用負担と考え方【pl～】  

・財源構成の国際比較【p5】  

一社会保険による次世代育成支援【p6～】  

・社会保険以外の社会連帯による次世代育成支援【p8～】  

■各制度の責用負担の現状（事業主負担・地方負担・利用者負担）【pll～】   



次世代育成支援に関する主な給付サービスの費用負担と考え方  
※伸官上．都道府県は「県lと．市田丁村は「市lと標言   

給付種別   給付額   糞 用 負 担  

《費用負担の基本的考え方》  

約1300億円  ○ 雇用保険の保険事故（失業や失業に準ずる雇用継続が困難な状態）  

育児休業給付   ※平成20年度予算  
は、労働者及び事業主の双方の共同連帯により対処すべき事項である  

ベース   ことから、労使折半により負担。  

○ また、保険事故である失業が政府の経済・雇用政策とも無縁ではなく、  

その責任の一端を担うべきであることから、一部を国庫負担。（育児休業  

約1兆200億円  
《費用負担の基本的考え方》  

ベース   ○ 保育の実施に要する費用を国・都道府県・市町  

保育所  ※公立分は一般財  村が負担。  

源化されているため   ○ なお、公立保育所については、地方自治体が自  
推計額   
※平成20年度予算           私立     公立          市                国         県 市  らその責任に基づいて設置していることにかんが  
※保護者負担を含  み、平成16年度から一般財源化（三位一体の改  
めると約1兆7800  

億円（推計）  【国1／2、県1／4、市1／4】【市10／10】  
革）。   

約80億円  

病児・病後児  
ベース   

保育  
として補助を実施。  

市≡  
事業主1／3、県1／3、市1／3】   

クラブ   

放課後児童  

約500億円 ※平成20年度予算 ベース  事         市宗主  

として補助を実施D  

類 型  

Ⅰ親の就労と子   

どもの育成の両   

立を支える支援  

【Ⅰ全体の費用  

負担内訳（推計）】  

約1兆3，100億円  

（※右記のほか出産手当  

金・国共済・地共済の育児  

休業給付を含む）   

■ 国25％   

■ 地方54％   

■ 事業主11％   
■ 本人10％  

（平成19年度予算ベース）  

※「児童育成事業」…児童手当制度において実施している①育児に関する援助、②児童の健全育成に関する事業。地域住民の福祉に密接につながる  

ことにより地方公共団体に一定の負担を求めるとともに、現在及び将来の労働力確保の観点から事業主にもー定の負担を求めている。1   



給付種別   給付額  

約80億円  

一時預かり  ※平成20年度予算  
ベース   

事    ．∴市  業・  《費用負担の基本的考え方》  
主 県  O「児童育成事業」（p2）の一つとして補助を実施。  

【事業主1／3、県1／3、       市1／3】   

約1兆300億   

○児童手当制度は、まず、我が国の将来を担う  

児童手当  児童の健全育成の観点から、国が一定の負担  
を行っている。  

○また、地域住民の福祉の増進にも密接につ  

ながることから、地方公共団体もー定の負担を  

円 ※平成20年度予算 ベース      被用者（ 

【国・県・市各1／10、  ○さらに、児童の健全育成・資質向上を通じて、  

轟蕎嘉詔法主1。′1。  
【国・県・市各1／3】  

将来の労働力確保につながることから、被用者に  
対する支給分については、事業主もー定の負担  

l公務員l  非被用者（自営等）1  

○上記の考え方を基本とした上で、平成12年・  
市国  16年・18年の改正により支給対象とされた分  

（匡卜県・市）  （3歳以上）については、所得税の人的控除の  

県  見直し等により財源が賄われた経緯から、事業  

主の負担を求めていない。  

【所属庁10／10】  【国・県一市各1／3】  

類 型  

Ⅱ すべての子ど  

もの健やかな育  

成を支える対個  

人給付・サービス  

【Ⅰ全体の費用  

負担内訳（推計）】  

約2兆5，700億円  

（※右記のほか児童扶養  

手当・出産育児一時金等  

含む）  

■ 国25％  

■ 地方53％  

■ 事業主14％  

■ 本人8％  

（平成19年度予算ベース）  
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給付種別   給付額   費 用 負 担   

全戸訪問   
／／丁＼＼＼  

脂用負担の基本的考え方》  
・  

推  

※次世代育成支援 対策交付金（事業 費ベース750億円） の内数  

市 国  ㌔霊竺霊芝要子票認諾至芸票芸漂告    よる国庫補助を実施。  
【国1／2、市1／2】   

地域子育て  約300億円  

支援拠点  ※平成20年度予算   
ベース  

＿つとして補助を実施                             0  

才芸  
【事業主1／3、県1／3、市1／3】   

類 型  

Ⅲ すべての子   

どもの健やか   

な育成の基盤   

となる地域の   

取組   

【Ⅲ全体の費用  

負担内訳（推計）】  

約4，500億円  

（※右記のほか社会的養  
護・障害児支援含む）   

％
摘
 
％
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9
主
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6
方
業
 
 

国
地
車
 
 

■
■
■
 
 （平成19年度予算ベース）  

※妊産婦健診については地方財政措置  

※給付額については、100億円未満のものについては10億円単位で四捨五入、100億円以上のものについては100億円単位で四捨五入している。  
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次世代育成支援に関する給付・サービスの費用構成  

○平成19年度児童・家族関係社会支出（予算ベースの推計値4兆3，300億円）に関して、国、地方公共団   

体、事業主（保険料事業主負担及び拠出金）、被保険者本人（保険料）に分けて、費用負担の状況を推   
計したもの。  
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神代育成支援に関する給付サービス（児童・家族関係社会支出）の  
5．0  

スウェーデン  日 本   

2003年度（日本は2007年度予算ベース）  

ドイツ  フランス  
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社会保険による次世代育成支援の構想例  
▲■■‾▲－■1√‾「1‾1▼V′、†■■■】■一■‾‾1－‾■‾▼‾▲肌‾‘－‾■「■■■一‾■■  ■‾‾‾‾H’■■‾［nl－■－‾■‘■‾■‾’11‾■■ ■「¶1■「「■「■T ‾■‾‾ ■    ‾‾ ‾‾■‾     ‾ ‾‾■  

九州地方知事会（『育児費用の社会的支援等に関する研究会報告書』（2004年10月）における構想  

《社会保険とする趣旨》  

○ 税財源では、現下の経済情勢では必要な費用を賄うことが困難。社会全体で子育て支援に係る費用を支援すべき  

《具体的な構想内容》  

■ 保険者 ＝・市町村  

（※①子育て関係単独の社会保険創設、又は、②介護保険制度へ障害者関係と子育て関係を統合）   

■ 被保険者・■・20歳以上のすべての国民   

■ 財 源 ‥・税 ＋ 社会保険料   

1 給付内容  
保育（通常保育、延長保育、休日保育等）、地域子育て支援（地域子育て支援拠点等）、母子保健・医療（妊産婦健診  

助成等）、経済的支援（児童手当等）、社会的養護（児童養護施設等）、教育（幼稚園、高校・大学の奨学金等）   

■ 給付方式・利用者負担   

・各市町村が、子どもの出生順、年齢等を参考に、支援の必要度（「要支援度」1～5）を認定。  

・要支援度ごとの給付限度額を設定する等により、1人当たりの受給量の均衡を図る。  

・利用者負担に関しては、受益者負担を原則（1割etcの定率負担を念頭）。  
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社会保険による次世代育成支援に関する主な議論  

○ 次世代育成支援関連の給付を、社会保険の対象とし、妊娠・出産・子育てを給付原因となる保険事故と  

する場合、以下のような議論（利点・課題等）がある。  

【社会保険による場合の利点等】  【社会保険による場合の課題等】   

○ 出産・子育ては、親の選択・裁量によるものであり、  
いわゆる「保険事故」としてなじまないのではないか。   

○ 子を持つ意思のない者や、高齢者など、給付を  
受ける可能性がない又は低い者も多数存在し、  
そうした者から保険料として負担を求めることに妥当性  

や納得性があるかどうか。   

○ 我が国の社会保険制度は、負担を行わない者に対   
して、一定の給付制限を行うのが一般的であるが、  
次世代育成支援においては、親の未納に対して子に  
不利益が及ぶ点をどう考えるか。   

○ 保険料徴収に関する課題  

○ 社会全体、幅広い層の国民で費用を負担できる。  

○ 負担と給付の関係が見えやすく、給付の増大に対応  

した負担増について合意が比較的得やすい。  

○ 所得水準に応じたきめ細かい負担の設定が可能。  

○ 所得水準に応じた給付が可能。（ex育児休業給付）－  

※「保険事故」…生活のための所得を減少もしくは喪失させる事故、またはその所得をもってしては賄いきれないような失費を発生させる事故であ  

（発生の可能性は推察されるが、その発生の態様あるいは発生の時期  り、その発生が保険給付を行う原因となるもの。その   
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社会保険以外の社会連帯による次世代育成支援の例   
－ フランスの全国家族手当金庫による家族政策の展開 －  

○ フランスにおいては、次世代育成支援に関する施策を「全国家族手当金庫」を中心に運営。  

○ その特色としては、  

① 国・事業主・個人といった各主体の拠出により社会全体で費用を支えている  

②運営が、行政の一方的意思ではなく、運営機関（「全国家族手当金庫」及び各県の「家族手当金庫」）との  
合意に基礎を置く「契約」により定められている  

③運営機関（「全国家族手当金庫」及び各県の「家族手当金庫」）には、 事業主・＿披保虞者（個人）等の阻佐宣   

蛙表を構成員とする「理事会」が置かれ、意思決定・執行を行っている  

点が挙げられる。  
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3．事業内容  
（1）法定給付  

○ 各県の「家族手当金庫」が法定給付を各家族に対し支給。（主なものは、乳幼児迎え入れ手当（休業中の所得保  

障・保育費用補助））   

（2）社会的事業  

○ 各県の「家族手当金庫」が自治体を通じ、各種保育施設の施設整備費、運営費に対する補助等を実施。  
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フランスの全国家族手当金庫による家族政策の流れ  
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各制度の費用負担の現状①   
一事業主負担の考え方－  

掛野も軋担の掛合幻経純   調薬薫飼拘の考え方   

被用者は随廉梶煉iニ加入することにより、疾病又は負憮  
め不安が解消され、安心して触くことが叶態となり、そ距  

2  

活動に裔与する血を宥’し、 また、被用者  
政府管額  榊度発足時1潤撒ほ年）労使所γ  効果はユサな張輩    の健雄株画や速ゃかな鹿痛からの回複が甘勘能率の増進等  

鳩廉㈲合 L潮   をもたらすこととなり二野業主にも利益が有るなど狙考え方  
隠祇保険  

以接、変更なし   によるもの。その負担割合については、準凝ヨ三及び労働者  
が均等の・負担を行うことによt．し 辟瀾灘償釘鮎靴酎そに打  

うことを語図Lた外国の豪儀銅価考え方を参考にしたこと  
劉こよるや   

軋暖発足時〔昭和2年）労使折半   原則労使折半とLている細分については政府皆既健康握  

組合管革  仁負担掛合1ノ，ノ巳）   険（鹿野）と同じ。なお、雄株組合の仁】鼠的な運営や部兼  
以後敦盛なしだ．ただし、規約で定め   

健康保険  
もによる福利将生の向上め観点から、規約に定める場合に  

るところにより、事業‡盲‡の負担瀞愴   は服薬主の負担割合を増加することができることとしてい  
を増力ーほせることが可能。   るや   

披附者は摩生年金に加入することにより、老齢、幡詔等  
制度堀越鴨〔昭和17享卜）労鯉折半  の不安を解消し、安心して働くことが可能となり、その効  

欄側聞合卜珊  果は円滑な調整活動に叢互生丘鹿屋庖することから、事華  
酢キi汗巨恕  

揖健、変軍なL   室も被用者とと鉦に保険料を典同しセ負担することときれ．．  
その侶担割合については、それぞれ2分の1ずっとされた  

ものである。   
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桶用保険鋸主たる事案である失策等給付に資する掛川に  
・失業等給付に操る慌険料率  ついては、保険事故である先進が労働者及び髄韮童嬰乱云  
失策保腕制度発足時（瀾牌ほ2   の一 議温狼追よって紋処すべ轟 審癌であるため∴調薬圭と  

隼）労使．折半（負担割合1／2）   被保険者とが折半して負担をしている。  

以後、変更なし  建た、附帯解菱として行われている雇椚保険三事業に斐  
つ 

・雇用保険二三鄭救に練る煤塵料率  
する乳鞘こいては、 雇用上幻諸問題は、我が閣鵡雇用欝  

食慣行や企業行動に起因するところが多く、かつ蘭馴鹿業  
僻用搬焼制度発足I蜂川日和5n  相野力によ1一ては解髄が胴雑なもげ）であることから、額装  
隼）概観斬業玉葉劇   圭の典同迎肺によって対処することにより事業主の社曇的  

以後、変更なL   軌阻甘〉一端を取たすとの考え方から、事繁二i三のみ幻負担と  

している。   

制度発足時（昭恥17隼）  

・被用者に対する給付折7パ0  

・非鮫川者に対する給付は全額公針負担  

昭和57年適用三崎  
児東平彗制度は将来における労働力 の維持、鹿隆」嘉  

鬼硫f当  ・被川音にりいて特例紙皿を創設  つながり、帝韮まの立場に密接に紙びつくものである  

計階割合は1野川  たれ 事業寸三にも応分打負拘を攻めている。   

巾∫k12隼・執成16年改正時  

・封乱払上の児戯に対する甜寸執こつき  

生さ鮮魚推汀二上り立拾範開を拡大  

第2号敵組険者（40蔵以上65歳末滴  制度創設iこより介護サ】ビスの充実が図られ、侮柄  

椚重度化の肌用漕軋j・ご≠臨の鍍遇鹿 叫衷療保険加ん射び）介漣保険料ほ、焉  の肪IL囁が放線主  

性折半が原則。ただL、健康保険組合の  れること、老人医療から介経線陵へ抑捲手引こより老人  

介護湿俄  鵜倉の保険料は、健蟻保険駄第75皐で定  保健鞄山鹿の部農事飼扱が軽減きれること－企澄も祉  
金的寛柁を 

めるとおり、健康保険組合ごとに決める  有していることなどの考え方によるも銅。  

ニとが可能¢  その負担割合については、第2号被保険者の介護保険  
料は医療保険に上乗せで徴収されており、医療保険各  

法の規定に基づき欝超されることによる卓  

【第11回「社会保障の在り方に関する懇談会」（平成17年7月26日）資料より抜粋】  
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各制度の費用負担の現状②  
一市町村に対する財政支援の状況－  

○ 市町村が主たる実施主体である各制度において、市町村の一般財源以外の財源（特定財源）による  
財政支援が行われている。  

制 度   市町村の一般財源以外の財源（特定財源）が占める割合  

保育所  私立・■・75％【市町村負担25％】公立・・・0％【市町村負担100％】  

66％【市町村負担33％、事業主負担33％、都道府県負担33％】  児童育成事業  

次世代育成支援対策交付金事業  50％【市町村負担50％、国庫負担50％】   

100％【市町村負担0％、保険料50％、国庫負担43％、都道府県負担7％】  

国民健康保険  （※医療給付費から前期高齢者交付金を除いた額に占める割合の概観。詳細にみると、保険財政安定のため、国一都道府  
県・市町村はさらに公費負担を行っている。）   

87．5％【市町村負担12．5％、保険料50％、国庫負担25％、都道府県負担12．5％】  
（※居宅給付費の場合。施設等給付費の場合は、国庫負担が20％、都道府県負担が17．5％）   

75％【市町村負担25％、国庫負担50％、都道府県負担25％】   

障害者自立支援法  
（障害福祉サービス費等）  
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次世代育成支援に関する利用者負担の現状  
（保育所の場合）  

○ 次世代育成支援に関する各サービスの利用者負担は、国の基準等を参考として、各市町村又は実施機関  

において定めるものとなっており、制度上、全国統一的に定まっているわけでない。  

二二 

【保育所】（1人当たり月額）  

年齢区分   費用総額   保護者負担額   公責負担額   利用者負担：公費負担   

0歳児   17．3万円   3．5万円   13．8万円   2：8   

1・2歳児   10．3万円   3．5万円   6．8万円   3：7   

3歳児   5万円   2．8万円   2．2万円   6：4   

4歳以上児   4．3万円   2．6万円   1．7万円   6：4   

【保育所】（総額）  

費用総額   保護者負担額   公費負担額   利用者負担：公費負担   

1兆7800億円   7600億円   1兆200億円   4：6   

※平成20年度保育所運営費負担金予算（案）額を基に算出  
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資料3  

多様な主体の参画・協働   



多様な主体の参画・協働による子育て支援事例  

父親の子育て参加促進事業（埼玉県）   
（「お父さん応援講座」の実施）  

みえ次世代育成応援企業等マッチングシステム（三重県）  

多くの父親にとって身近な場所である職場において同僚ととも  
「みえ次世代育成応援ネットワーク（インターネット上の情報  

交換等のネットワーク：平成18年6月～）」会員企業・団体を 中心に 
「お父さん応援講座」を実施し、父親の子育て参  

取組の概要     、企業から使わなくなった備品や事務用品を提供してもら い、子育て支援団体に斡旋したり、場所の貸出や人材の紹介等、 会員間で物とサービスのやりとりをネット上で行うシステム （平成19年度から実施）  

。  

（平成19年9月から実施）  
企業等→県に申込→県が実施主体（NPO法人）と調整  
→NPO法人が企業等に出向いて講座を実施   

○あるクラフトメーカーが製品とならない素材（紙）を保育園へ  

取組のきっかけ    提供し活用していた事例があり、その動きが子育て支援セン  ○父親の子育て参加を促進する事業の実施にあたり、事業案に    ターや他の保育園へと広がっていったことがきっかけとなっ  ついて民間団体から企画提案を公募し、採用したもの。   
た。  

○受講の募集・広報、企業等からの申込受付、委託事業者との  

行 政   
○ネットワークの運営管理、事業の広報、企業・団体等への働き   調整  

かけ   ○講座実施経費（講師人件費、教材責等）の負担  
関  ○県職員を対象とした講座の先行実施  
わ  

り  企業等  ○物・サービスの提供（備品、事務用品等が中心）   ○講座実施の企画、受講者の募集  

方  ○講座の中で自社の育児との両立支援制度の説明を併せて実施  

NPO法人等  ○サービスの提供（子育て支援団体による、イベント等での子ど  ○講座プログラムの開発、プログラムを実施する人材の養成、    もダンスの披露や出前子育て相談の実施など）  企業等との打合せ、講座の実施   
○約600企業・団体が参画  

実   績  ○マッチング実績（平成19年9月～2月）  ○民間事業者4社＋県庁   
・事務用品を中心に24件、サービスについては未把握  

○企業・事業所で実施することにより、仕事に忙しい父親も参加  

効  果  ○中小企業にも取り組みやすい地域貢献の仕組みを作ることで 、  でき、父親の子育てへの参加意識を高め、職場でのワークライ  
地元企業と子育て支援団体の交流が生まれた。   フバランスを進めることができた。  

○実施企業からは継続して開催する方向で検討中との声もある。   

○事業のさらなる周知  
○県内の子育てサークルやNPO法人には、インターネットに  

○企業では、従業員の父親としての子育て支援となると関心が  

今後の方向性  つながる環境が整っていないところも多く、紙ベースでの広  
あまり高くないのが現状。事業のさらなる広報とあわせ、県庁  

報や対応が重要。  
職員が企業を直接訪問して、事業のPRを進めていくなど地道  

○提供企業の開拓（具体的に提供する物やサービスの確保）  
な取組が重要。  



取組事例  子育て総合支援センター事業（徳島県）   子育てネットの運営・マップづくり（三鷹市）   

徳島県子育て総合支援センター“みらい”（平成18年11月  
に徳島県男女共同参画交流センター内に開設）では、子育て関係  

「みたか子育てネット」（ネットワーク上で、様々な子育て情  

取組の概要     組織等の取り組みを総合的にコーディネートするとともに、関係  報の紹介や子育て相談を行っているサイト）の運営や、「三鷹お  
でかけマップ」（乳幼児の保護者を対象にした市内まちあるき  

機関等の連携推進や人材育成、子育て支援情報の集積t発信、相 談事業の実施等 
、地域における子育て支援活動を積極的に支援  

○子育て家庭の支援に向けて、市町村・NPO・子育てサークル  ○第3セクターである（株）まちづくり三鷹を設立し、地域振興  

取組のきっかけ  等の組織が活動を展開する中、さらなる利便性と相互の連携   を進めてきた中で、子育て中のママが活動母休となっているN  
強化を図ることにより、地域の子育て機能の総合力を高め、   PO法人と関わりを持ったこと。より市民に近いところで運営  
次世代育成支援を推進することを目的に開設   をすることが、市民との距離感を縮めるとの思い。   

（市町村）○子育て支援機関等連携推進会議への参画や情報提供  
（県） ○子育て支援機関等連携推進会議の開催   ○掲載コンテンツの決定  

行 政  ○情報集積・発信   ○ネットを通じて寄せられた質問に対する回答等  

関  
○地域の子育て支援に関わる人材活用や養成事業の実施  ○マップの編集・発行については行政とNPO法人が協働  
○子育て支援活動者に向けた相談事業の実施  

わ  
○児童養護施設や保育所を運営する社会福祉法人が子育て支援  

り  
企業等  

方  
機関等連携推進会議に参画し、活動紹介や提案を行う。  ○サイト全般の管理運営  

○企業と連携した子育て支援の取り組みが今後の課題である。  

○子育て支援機関等連携推進会議に参画し、活動紹介や提案を 行う 
NPO法人等   。  

○子育てサークル等に出向き活動支援（子育て応援の匠派遣事業）   
○マップの取材、編集   

○子育て支援機関等連携推進会議を県域4ブロックで開催  
○ニュースレターの発行○医師等の有資格者や子育て支援活動の  
実践者を「子育て応援の匠」として登録t派遣する。○ボラン  ○子育てネットの年間アクセス数約450，000件  

実   績  
ティア養成講座の開催や養成講座修了者の登録○子育てサークル  
支援研修を実施○相談事業の実施○研修室や託児室等の設備を有  
する男女共同参画交流センターの特性を活かした共催事業の実施   

○コンテンツについては、母親の視点でまとめたものや母親同  
○子育て支援機関の連携推進  士、双方向で得られる情報等を中心にまとめられており、特  

効   果  ○子育て支援活動者の情報交流   に子育てネットは、24時間いつでも欲しい情報にアクセスで  
○人材育成   き、実用性が高いとの評価を受けている。  

URLhttp：／／www．kosodate．mitaka．ne．ip／   
○事業のPR等を進め、子育て支援関係者のセンター事業活用の  ○情報提供のみならず、保育士など専門家が地域（住民協議会が  
拡大を図る。   管理するコミュニティセンター）に出向き、出前型の親子ひろ  

今後の方向性               ○さまざまな子育て支援活動のネットワークづくりや支援事業を  ば事業を展開することや、協働センターを中心に、子育てNP  

進め、地域での子育て支援活動がより広がりをもち、充実した   0との定期的な情報交換会を実施するなど、協働の展開をさら  
ものとなるようコーディネート、支援を行っていく。   に進めている。  


